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代表者名 取締役社長 古河 直純
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問合せ先 取締役常務執行役員 南  忠幸 
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内部統制システム整備に関する基本方針の改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年 12 月 21 日開催の取締役会において、内部統制システム整備に関する基本

方針を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたしま

す。なお、今回の改定箇所に下線を付しております。 

記 

 

内部統制システム整備に関する取締役会決議 

 

平成 22 年 12 月 21 日 

日本ゼオン株式会社取締役会 

（前文） 

 

内部統制とは、リスク管理体制のもとに法令遵守・コンプライアンスの意識を高め、

業務の有効性と効率性を両立させた経営を行い、その結果を適正に開示し、すべ

てのステークホルダーに対する説明責任を果たすために必須となる、企業内部にお

いて自律的に制御する業務執行のプロセスである。 

会社法は、取締役会がその専権として内部統制システムの整備についての大綱

（基本方針）を定めることを求めており、これに従って代表取締役その他の取締役が、

それぞれの担当業務について、その従業員とともに実効ある内部統制システムを具

体化して構築しなければならない。 

当社取締役会は、現に社内に構築されている内部統制のプロセスを再確認する

とともに、不備があれば速やかにこれを補充することにより、更に優れた内部統制シ

ステムを確立するための「内部統制システム整備に関する基本方針」を以下のとおり
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決定する。 

なお、この基本方針は現時点における、当社に期待される「内部統制システム整

備に関する基本方針」であり、当社取締役会は、法令改正やリスクの変化などの状

況の変化に応じて、これに関する不断の見直しを行うものとする。 

 

 

内部統制システム整備に関する基本方針 

 

１． 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会

社法第 362 条第 4 項第 6 号） 

① 取締役会は、すべての取締役で組織し、法令に定める職務のほか、経営の基

本方針・戦略その他重要な業務執行の決定を行う。取締役会は、業務執行の

法令・定款への適合性を確保するため、監査役の出席のもと、原則として毎月

開催し、経営に係る取締役の職務執行の監督を行う。 

② 取締役は、経営に関する重要な事項について、「常務会規程」に基づき、社長、

常務以上の役付執行役員及び社長が別に委嘱した者で組織する常務会に

付議する。常務会は出席常勤監査役の意見を参考にし、十分な議論を行い

審議・決定する。取締役は、常務会で審議・決定された議案のうち「取締役会

規程」に定めのある重要事項について、取締役会に送付し審議・決定する。 

③ 取締役は、「CSR行動指針遵守に関する誓約書」を就任のときに取締役社長

宛に提出し、CSR行動指針の遵守を誓約する。取締役のうち事業部を担当す

る取締役は、「独占禁止法遵守に関する誓約書」を就任後、独占禁止法遵守

部会部会長宛に提出し、独占禁止法の遵守を誓約する。 

④ 取締役は、適正な財務報告が、当社の株主・投資家・その他利害関係者から

の信頼性確保のために重要であるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確

保するために必要な体制を構築する。 

⑤ 監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に基づき、取締役会への出

席、子会社を含む業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行

う。 

⑥ 取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することを CSR 行動指針に定め、

断固たる態度で反社会的勢力を排除する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則

第 100 条第 1 項第 1 号） 

① 取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。）を、
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関連資料と併せてこれを少なくとも 10 年間保管するとともに、必要に応じて取

締役及び監査役が閲覧可能な状態を維持する。 

(1) 株主総会議事録 

(2) 取締役会議事録 

(3) 常務会議事録 

(4) 重要な会議体及び委員会の議事録 

②  ①に定める文書の他、契約書、決裁書その他の文書については、文書の保

有に関する規則に基づき適切に保存及び管理を行うものとする。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第 100 条第 1 項

第 2 号） 

① 取締役会は、「危機管理規程」を損失の危険の管理に関する統括的規程と位

置付け、個別の損失の危険に対応するために、「独占禁止法遵守規則」「製

造物責任管理規程」「安全保障輸出管理規則」等の諸規程を整備する。 

② 社長を議長とするCSR会議を設置し、CSR会議のもとに次の7 つの委員会を常

設し、損失の危険の管理にあたる。 

(1) CSR基本政策委員会 

当社グループ全体のCSR活動を活性化させるために設置し、CSR活動の基

本政策を企画立案し、全社的に推進することを目的とする。 

(2) コンプライアンス委員会 

法令違背の予防のために設置し、法令遵守の教育・訓練計画（削除：及び監

査計画）を立案し、主管部門に実施させる。当社グループの役員・従業員が

一人ひとり、社会から求められる価値観・倫理観によって誠実に行動すること

を求め、それを通して公正かつ適切な経営を実現し、地域・社会との調和を

はかり、当社の事業を発展させていくことを目的とする。コンプライアンス委員

会の下部組織として次の部会を設ける。 

・独占禁止法遵守部会 

当社グループの役員及び従業員が独占禁止法に違反することを事前に

防止するために設置し、公正で自由な企業間競争を行うことを目的とす

る。 

     ・安全保障輸出管理部会 

適正な安全保障輸出管理のために設置し、当社グループが販売する製

商品及び供与する技術に関して、外国為替及び外国貿易管理法並びに

同法の関連法令の規定に従い、適正な輸出及び国内販売を行うことを目

的とする。 

     ・内部統制部会 
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当社グループにおける財務報告に係る内部統制の構築と評価を推進し、

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度を統括することを目的とす

る。 

     ・情報セキュリティ部会 

当社グループ全体における情報を適切に管理すること、及び情報資産を

漏洩・改ざん等の脅威から安全に保護することを目的とする。 

(3) 危機管理委員会 

事業継続のリスク管理のために設置し、組織的に潜在リスクを予防し、表面化

したリスクを収拾する。また万一発生した危機に対して統制の取れた対応を

取ることによって損失を 小にとどめることを目的とする。 

潜在リスク情報を早期に収集して対処を容易にするために、内部通報制度を

整備する。リスク情報の通報先として、危機管理委員会とともに社外に設置し

た弁護士を窓口とする「コンプライアンス・HOTLINE」を設け、情報提供の仕

組みを整備し、もって社内の自律的な危機管理体制を担保する。 

危機管理委員会事務局は、危機管理委員会に報告されたリスク情報を全て

監査役に報告する。前記に関わらず、監査役は、いつでも必要に応じて危機

管理委員会に対してリスク情報の報告を求めることができる。 

(4) 広報委員会 

当社グループの理念・姿勢･活動等を社会全体及び各ステークホルダーに正

しく理解してもらうことによる企業知名度及びイメージの向上を図ること、並び

に当社グループの適時適切な情報開示を行うことを目的とする。 

(5) 品質保証委員会 

     当社グループの品質管理、改善及び品質保証教育に関する活動計画立案、

並びにこれらを含めた品質保証に関する活動の実施状況のチェック、改善、

立案を目的とする。 

(6) PL委員会 

     当社グループのPL予防及びPL教育に関する活動計画立案、並びにPL防御

に関する活動の実施状況のチェック、改善、立案を目的とする。 

(7) 環境安全委員会 

     当社グループの年度環境安全方針案及び重点課題の策定、これらの具体的

実施事項の進捗状況確認及び改善、全社環境安全活動の重要な施策の提

案、法令等の改正への対応に関する基本方針の提案、並びに事故災害に関

連した全社への水平展開を目的とする。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制（会社法施

行規則第 100 条第 1 項第 3 号） 

4 



 

① 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎

として、取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催す

る。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、社長、常務

以上の役付執行役員及び社長が別に委嘱した者をもって構成される常務会を

原則として月２回開催し、これらの審議を経て業務執行の決定を行う。 

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「方針管理規

程」等の諸規程において、それぞれの責任者及びその権限、執行手続につい

て定める。 

③ 取締役会は、執行役員を選任し、その責任と権限を明確にすることにより、業

務執行のスピードアップを図る。 

 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会

社法施行規則第 100 条第 1 項第 4 号） 

① コンプライアンス体制の基礎として、行動規範である「CSR 基本方針」、具体的

な行動指針である「CSR 行動指針」を定める。 

社長を議長とするCSR会議を設置し、その下部組織としてコンプライアンス委員

会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図る。また、適宜に規則・

ガイドラインの策定、コンプライアンス教育を実施する。 

② 取締役及び従業員は、従業員の法令違反その他のコンプライアンス違反に関

する事実を発見した場合には、遅滞なく危機管理委員会に報告する。 

③ コンプライアンス委員会委員長は、法令違反その他のコンプライアンス違反に

関する事実についての情報を容易に入手するための通報窓口として、危機管

理委員会及び社外の弁護士を窓口とする「コンプライアンス・HOTLINE」の内

部通報制度の周知を図り、その適正な運用を行う。 

④ 幹部職以上の従業員は、「CSR 行動指針遵守に関する誓約書」を取締役社長

宛に毎年 1 回提出し、CSR 行動指針の遵守を誓約する。 

⑤ 事業部の部長職以上の従業員は、「独占禁止法遵守に関する誓約書」を独占

禁止法遵守部会部会長宛に毎年１回提出し、独占禁止法の遵守を誓約す

る。 

⑥ 監査役は、当社のコンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があ

ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求める。 

 

６．株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制（会社法施行規則第 100 条第 1 項第 5 号） 

① 取締役会は、内部監査を担当する取締役の下に監査室を設置し、当社及び

子会社の業務の適正を確保するために必要な監査を行う。 
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② 子会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する

行動指針として、「CSR 行動指針」を定め、これを基礎として、グループ企業各

社で諸規程を定めるものとする。 

③ 子会社の経営管理については、当社グループ共通の「グループ企業管理規

程」に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、

必要に応じてモニタリングを行うものとする。 

④ 子会社の役員及び従業員は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に

違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、遅滞なく危

機管理委員会に報告する。 

⑤ 当社及び子会社の内部監査は当社グループ共通の内部監査基準に基づい

て実施するものとする。 

 

７．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項（会社法施行規則第 100 条第 3 項第 1 号・第 2 号） 

① 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めたときは、会社は当

社の従業員から監査役補助者を任命するものとする。 

② ①の従業員の取締役からの独立性を確保するために、監査役は①の従業員 

の人事について事前に報告を受け、必要な場合は会社に対して変更を申し入 

れることができるものとする。 

 

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体

制（会社法施行規則第 100 条第 3 項第 3 号・第 4 号） 

① 監査役は、取締役会、常務会その他の重要な会議に出席し、当社の業務執

行に関する報告を受けることができる。 

② 取締役及び従業員は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項が

ある場合は、監査役に直ちに報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも

必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることができる。 

③ 取締役は、内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することに

より、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切

な報告体制を確保する。 

④ 監査役は、自らの判断により、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴

取するとともに意見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、ま

た、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどして、監査法人と

相互の連携を高める。 

  以上 


